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令和５年 内閣府と関係府省との間で調整を⾏った提案（A） 
 
１ ⻑野県発案の提案 
【重点テーマ︓⼈材（担い⼿）確保】 

（１） 特定地域づくり事業協同組合制度における派遣可能な業務の拡大 

⇒ 通年の雇⽤確保、移住・定住の促進 

 

 令和５年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針 
特定地域づくり事業協同組合（２条３項。以下この事項において「組合」という。）

については、以下の措置を講ずる。 
・職業能⼒開発の⼀環として⾏う在籍型出向により、組合の職員が建設業に従事す
る場合における職員と建設業者との雇⽤契約や研修に関する要件等を、都道府県
労働局及び都道府県に令和５年度中に通知する。 

 

（２）特定地域づくり事業協同組合制度における組合員以外への派遣が可能な 

利⽤量割合の拡大 

⇒ 通年の雇⽤確保、移住・定住の促進 

 
 令和５年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針 

特定地域づくり事業協同組合（２条３項。以下この事項において「組合」という。）
については、以下の措置を講ずる。 

・組合の職員を組合員以外の者へ派遣する際の員外利⽤規制の組合制度への適⽤
の在り方については、関係する都道府県、市町村、組合の需要調査等を踏まえ、
附則２条に基づき、施⾏後５年を目途として、必要があると認めるときに⾏われ
る検討の際に併せて検討し、令和６年度中を目途に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。 

現 ⾏  提案内容 

労働者派遣法の規定により、建設
業務等へは労働者の派遣が禁止さ
れているため、農閑期における派
遣先の確保が困難 

 
特定地域づくり事業協同組合が安定し
た通年雇⽤を実現できるよう、派遣可
能な業務を拡大 

現 ⾏  提案内容 
中小企業等協同組合法の規定によ
り、労働者を非組合員へ派遣する
にあたっては、組合員の総利⽤分
量の 100 分の 20 以内とする必要
があるため、農閑期における派遣
先の確保が困難 

 
特定地域づくり事業協同組合が安定し
た通年雇⽤を実現できるよう、組合員
以外への派遣が可能な利⽤量割合を拡
大 
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(３) 特定地域づくり事業協同組合制度において組合が位置する市町村以外への 

派遣が可能となるような⾒直し 
⇒ 通年の雇⽤確保、移住・定住の促進 

 

令和５年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針 
特定地域づくり事業協同組合（２条３項。以下この事項において「組合」という。）

については、以下の措置を講ずる。 
・区域外派遣（19 条）の在り方については、関係する都道府県、市町村、組合の需要

調査等を踏まえ、附則２条に基づき、施⾏後５年を目途として、必要があると認め
るときに⾏われる検討の際に併せて検討し、令和６年度中を目途に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 

【その他】 

(４) 地域医療介護総合確保基⾦（医療介護提供体制改⾰推進交付⾦（医療事業分））の内⽰時期の

早期化 

⇒ 事業実施の早期化による円滑な事務の執⾏が可能に 

 
 

令和５年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針  
以下に掲げる交付⾦等については、地方公共団体の円滑な事業の執⾏に資する観点

から、毎年度可能な限り早期に内⽰を⾏う。 
・医療介護提供体制改⾰推進交付⾦（６条） 
・医療施設等施設整備費補助⾦ 
・医療施設等設備整備費補助⾦ 
・医療提供体制施設整備交付⾦ 
・医療提供体制推進事業費補助⾦ 

現 ⾏  提案内容 

人口急減地域特定地域づくり推進
法の規定により、組合が位置する
市町村以外へ労働者を派遣するこ
とができないため、農閑期におけ
る派遣先の確保が困難 

 
特定地域づくり事業協同組合が安定し
た通年雇⽤を実現できるよう、組合が
位置する市町村以外への派遣制限の⾒
直し 

現 ⾏  提案内容 

都道府県への交付⾦の内⽰時期が
遅く（R4:８/5）、要望額全額が交
付される保証がない状態で事業を
実施しなければならず、事業者へ
の負担が生じている 

 

地域医療介護総合確保基⾦（医療介護

提供体制改⾰推進交付⾦（医療事業

分））の内⽰時期を早期化し、年度当

初に配分額を⽰すこと 
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（５）国⼟利⽤計画法第 24 条の規定による勧告を⾏う場合の⼟地利⽤審査会への意⾒聴取の廃⽌ 

⇒ 形式的な意⾒聴取を廃止し、届出のあった⼟地利⽤計画に対する迅速・適切な 
⾏政指導の実施を確保 

 

令和５年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針 
（ⅰ）⼟地の利⽤目的に関する勧告（24 条）については、その必要性の判断が円

滑に⾏えるよう、都道府県及び指定都市における優良な取組事例を把握し、都道
府県及び指定都市に令和５年度中に周知する。 

 

(６) ⼟地取引規制実態統計処理システムの⼊⼒の簡素化 

⇒ ⼊⼒時間の短縮化による都道府県の事務負担の軽減 

 

令和５年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針 
（ⅱ）⼟地売買等の事後届出（23 条１項）に係る当該届出内容の国への報告につ

いては、その際に使⽤する⼟地取引規制実態統計処理システムの改修など、都道
府県及び指定都市の事務負担を軽減する方策を検討し、令和６年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 
 
 
 
 
 

現 ⾏  提案内容 

国⼟利⽤計画法第 24 条第１項の規
定による勧告を⾏う場合、事前の⼟
地利⽤審査会への意⾒聴取を義務
付け 

 ⼟地利⽤審査会への意⾒聴取を 
廃⽌ 

現 ⾏  提案内容 

国⼟利⽤計画法に基づく届出内容
を国が把握するための本システム
は、⼊⼒に１件当たり 15 分要する
など多大な事務負担が生じている 

 システムへのデータ⼊⼒を容易にする

改修の実施 
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２ 他の地⽅公共団体等との共同提案 
No. 提案及び対応方針 

１ 

農⼭漁村振興交付⾦における計画認定過程の⾒直し（宮城県、⼭形県、広島県、他４市
町）  
 
⇒【対応方針】 
農商工等連携事業計画の認定（４条１項）に当たっては、農⼭漁村発イノベーション
整備事業（産業支援型）の申請を予定する者から地方農政局又は経済産業局に対して
当該計画に関する相談があった場合、円滑な事業の執⾏に資するよう、当該地方農政
局又は経済産業局は、関係する都道府県に対して事業内容などの情報提供を⾏うこと
とし、その旨を地方農政局、経済産業局及び都道府県に令和５年度中に通知する。 

２ 

結核定期健康診断の報告頻度及び報告期限の⾒直し（岡⼭県、栃⽊県、岐⾩県、中国地
方知事会） 
 
⇒【対応方針】 
結核に係る定期の健康診断の通報又は報告（53 条の７）の頻度（施⾏規則 27 条の５
第１項）については、地方公共団体の事務負担を軽減する観点から、現⾏の⽉１回か
ら頻度を減らすことについて検討し、令和６年度中に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

令和５年 その他の提案（B） 
 
１ 関係府省における予算編成過程で検討される提案 

No. 提案及び対応方針 

１ 保育所において⼦育て支援員研修修了者等を保育⼠に代えて配置可能にする⾒直し 

 
 
２ 提案団体から改めて⽀障事例等が具体的に⽰された場合等に調整の 

対象とする提案 
 

No. 提案及び対応方針 

１ 保育室の居室⾯積の「参酌すべき基準」への⾒直し 

２ 地権者が市町村等に公拡法に基づく⼟地の買取りを希望する場合の、対象 
地域の追加 

３ 
【他団体との共同提案】 
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱」に基づく医療費助成制度における
負担条件の⾒直し（茨城県、栃⽊県、東京都） 

 

 


